
(主催）総務省新潟行政評価事務所
(共催）新潟県弁護士会、新潟県司法書士会、関東信越税理士会新潟支部、新潟県行政書士会

～新潟市・長岡市のみなさま～
新型コロナで生活が苦しいなどお困り事はございませんか？
総務省が10/20（水）に「一日合同行政相談所」を開設！

例えば、どんな相談ができるの？

ご相談は「お電話で」お願いします。

総務省の行政相談

 予約不要

 受付時間は、８：３０～１７：１５

 下記の電話番号へおかけください。

☎ 025-282-1112

☎ 0570-090-110

 インターネットでも、毎日24時間

相談を受け付けています。

 事前予約制（先着順）

 予約期間

１０月１１日（月）～１３日（水）

８:３０～１７:１５

 予約受付電話番号

☎ 025-282-1112

（総務省新潟行政評価事務所）

 相談時間は３０分程度です。

法律に関する相談

 契約・多重債務・相続などで困っている。

 土地・建物の名義変更の方法について教
えてほしい。

税務に関する相談

弁護士・司法書士・税理士・行政書士

 確定申告の仕方が分からない。

 相続税はどのくらいかかるの。

行政・民事に関する相談

 新型コロナウイルスの影響で収入が減り、
生活に困っている。

 空き家が近所にあるが、壊れかかっていて
迷惑している。

 困りごとがあるが、どこに相談すればいいか
分からない。

インターネットから
の相談はこちら

公式HP・Twitterで新潟県内の行政情報について積極的に発信中！
～各種相談窓口の情報やコロナワクチン情報など～

公式HP： 公式Twitter：

無料・秘密厳守
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